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政党助成制度は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、選挙制度

及び政治資金制度の改革と軌を一にして創設された、国が政党に対する助成を行うこと

により、政党の政治活動の健全な発達を促進し、もって民主政治の健全な発展に寄与す

ることを目的とした制度です。 

 

政党助成法（平成６年２月４日公布、平成７年１月１日施行）には、政党助成を行う

にあたって必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金に関する手続きのほか、政

党交付金の使途の報告などについて定められています。 

 

 

 

 

毎年の政党交付金の総額は、人口（基準日（通常１月１日）の直近において官報で公

示された国勢調査の結果による確定数）に 250 円を乗じて得た額を基準として予算で定

めることとされており、令和２年国勢調査人口により算出すると、約 315 億円となりま

す。 

 

 

 

総務大臣は、政党の届出のあった各政党に対して交付すべき政党交付金の額について、

その所属国会議員数、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の得票総数に応じて算出

します。 

 

 

 

 

国は、政党の政治活動の自由を尊重し、政党交付金の交付に当たっては、条件を付し、

又はその使途について制限してはならないとされています。 

 

政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるもので

あることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公

正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に

使用しなければならないとされています。 

 

政党交付金の使途の適否については、使途の報告を通じて広く国民の前に明らかにし

て、国民の監視と批判にまつこととされています。 

Ⅰ 政党助成制度 

政党助成制度 

政党交付金の使途 

250 円 × 126,146,099人（令和２年国勢調査人口）＝31,536,525千円 

政党交付金の総額 
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１ 政党の要件 

政党交付金の交付の対象となる政党は、「政治資金規正法」上の政治団体（※）であっ

て、次の①②のいずれかに該当するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、他の政党に所属している国会議員が所属している場合は、いずれの政党も政党

助成の対象になりません。 

 

 

２ 法人格の取得 

政党交付金は、「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法

律」（以下「法人格付与法」といいます。）の規定に基づく法人である政党に対して交付

することとされています。そのため、政党交付金の交付の対象となる政党であっても、

法人格を取得するまでは政党交付金の交付を受けることができません。 

法人格付与法に定める政党の要件（上記１と同じ）を満たす政党は、中央選挙管理会

に所定の届出を行い、その確認を受け、主たる事務所の所在地で登記することにより、

法人となることができます。 

 

 

Ⅱ 政党交付金の交付の対象となる政党 

※政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体又は主たる活動として 

組織的かつ継続的に行う団体が「政治団体」とされています。 

①政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること 

②特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること 

①所属国会議員が５人以上 

②所属国会議員が１人以上、かつ、次のいずれかの選挙における 

全国を通じた得票率が２％以上のもの 

○ 前回の衆議院議員総選挙（小選挙区選挙又は比例代表選挙） 

○ 前回の参議院議員通常選挙（比例代表選挙又は選挙区選挙） 

○ 前々回の参議院議員通常選挙（比例代表選挙又は選挙区選挙） 
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１ 政党交付金の交付を受ける政党の届出 

政党交付金の交付を受けようとする政党は、基準日（通常１月１日）現在における次

に掲げる事項を記載した政党届を、基準日の翌日から起算して１５日以内に、総務大臣

に届け出なければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この届出には、次の文書を併せて提出しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ１の政党の要件を満たしている政党であっても、政党届の届出を行わない政党は、

政党交付金の交付を受けることができません。 

 

 

Ⅲ 政党の届出 

～添付文書～ 

○ 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書 

○ 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載し

た文書 

○ 所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名等を記載されるこ

とについての承諾書等 

                            ほか 

～政党届の記載事項～ 

○ 名称（略称を用いている場合には名称及びその略称） 

○ 主たる事務所の所在地 

○ 代表者、会計責任者及び会計責任者の職務代行者の氏名等 

○ 会計監査を行うべき者の氏名等 

○ 所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名等 

○ 次に掲げる選挙の得票総数 

・ 前回の衆議院議員総選挙（小選挙区選挙・比例代表選挙） 

・ 前回の参議院議員通常選挙（比例代表選挙・選挙区選挙） 

・ 前々回の参議院議員通常選挙（比例代表選挙・選挙区選挙） 

○ 支部の数、名称及び主たる事務所の所在地等 

 ほか 
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２ 総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出 

基準日後に衆議院議員総選挙（以下「総選挙」といいます。）又は参議院議員通常選挙

（以下「通常選挙」といいます。）が行われた場合は、選挙基準日現在における１に掲げ

る事項を記載した政党届を、選挙基準日の翌日から起算して１５日以内に、総務大臣に

届け出ることとされています。 

選挙基準日は、議員の任期と選挙期日との関係で決まります。 

 

任期の初日

＝

これにより選出された改選後の国会議員の任期の初日

総選挙若しくは通常選挙の翌日

又は

任期の初日

総 選 挙
通常選挙 その選挙の翌日

選挙基準日

　のうちいずれか遅い日

総 選 挙
通常選挙 その選挙の翌日

＝ 選挙基準日

任期満了前に選挙が行われた場合

任期満了後又は解散後に選挙が行われた場合

 
 

３ 届出事項の異動 

１及び２の届出の後に、代表者や所属国会議員の異動、支部の新設・解散など、政党

届の記載事項又は添付文書の内容に異動が生じた場合は、その旨の届出事項の異動届を

異動の日の翌日から起算して７日以内に、総務大臣に届け出なければなりません。 

 

 

４ 届出事項の公開 

届出事項は官報により告示されます。また、政党届等の届出書及びその添付文書は、

告示の日から５年間、総務省で閲覧することができます。 
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１ 政党交付金の配分 

（１）交付すべき額の算定 

各政党から届出のあった政党届（基準日現在）に基づき、総務大臣は届出のあった

政党に対して交付すべき政党交付金の額を算出します。 

政党交付金は議員数割と得票数割で構成され、政党交付金の総額の２分の１は議員

数割で、残り２分の１は得票数割で計算し、その合算額が交付すべき額となります。 

・議員数割（所属の衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付すべき政党交付金） 

・得票数割（総選挙又は通常選挙における得票数に応じて交付すべき政党交付金） 

議員数割と得票数割の計算方法は、それぞれ次のとおりです。 

 

議員数割

（１／２）

得票数割
（１／２）

得票数割

前　回
（１／２）

得票数割
（１／２）

得票数割

前　回
前々回

（１／２）

① ＋

得
票
数
割

参 議 院 議 員

通 常 選 挙

１／４ ×

小選挙区

比例代表

× １／４

×

×

×

衆 議 院 議 員

総 選 挙

議員数割
政党交付金総額の１／２

政 党 交 付 金
総額の１／２

×

比例代表

選 挙 区

届出政党の国会議員数の合計

× 得票割合

１／４ × 得票割合

得票割合の平均
（前回・前々回）

①

区　　　　　分 各政党に対して交付すべき政党交付金の額の計算

②ｃ

②ｂ

②ａ

×１／４

当該政党の国会議員数

得票割合　＝
当該政党の得票数

届出政党の得票数の合計

②ｄ
得票割合の平均

（前回・前々回）

各政党に対して交付すべき政党交付金の額 　　②（ａ～ｄの計）

   各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、予算成立後に交付決定されます。 

総務大臣は、交付決定を行ったときは各政党に対して交付すべき政党交付金の額を

通知するとともに、官報により告示します。 

Ⅳ  政党交付金の額の算定と交付手続 

「得票割合」は、有効投票総数に対する得票率とは異なります。 
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（２）政党交付金の交付手続 

（１）により算定された額は、年４回に分けて（４月、７月、10 月、12 月）、各政

党からの交付請求に基づいて交付されます。 

交付請求の期限は原則として各月とも 10日まで、交付金は 20日に交付されます。 

 

 

 

 

 

 

２ 総選挙又は通常選挙が行われた場合の再算定 

総選挙又は通常選挙が行われた場合は、Ⅲ２の政党届（選挙基準日現在）に基づき、

再算定を行います。 

この場合、各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、以下の①・②の合計額にな

ります。［例１］ 

①基準日現在の政党届に基づき算出した額の月割額（Ａ）にその年の１月から選挙基準

日の属する月までの月数を乗じた額 

②選挙基準日現在の政党届に基づき算出した額の月割額（Ｂ）に残りの月数を乗じた額 

（更に総選挙又は通常選挙が行われた場合には、この例により改めて算定を行うことと

されています。[例２]） 

１

１２

１

１２

１

１２

Ａ

… Ｃ

各政党に対して交付すべき政党交付金の額　＝　Ａ×８　＋　Ｂ×２　＋　Ｃ×２

11 月 ～ 12 月 の
月 割 額

＝
選挙基準日 （ 10 月 ）
現 在 で 算 出 し た 額

×

基 準 日 ( １ 月 １ 日 ）
現 在 で 算 出 し た 額

選 挙 基 準 日 （ ８ 月 ）
現 在 で 算 出 し た 額

×

×

９ 月 ～ 10 月 の
月 割 額

＝ Ｂ

各政党に対して交付すべき政党交付金の額　＝　Ａ×８　＋　Ｂ×４

１ 月 ～ ８ 月 の
月 割 額

＝

１ 月 ～ ８ 月 の
月 割 額

９ 月 ～ 12 月 の
月 割 額

＝

＝

［例１］　総選挙又は通常選挙が行われ、選挙基準日が８月になった場合

［例２］　例１の後、更に総選挙又は通常選挙が行われ、選挙基準日が10月になった場合

…

… Ｂ

Ａ

各月の交付額：４月分…算定額の 1/4、７月分…残額の 1/3、10 月分…残額の 1/2、12 月分…残額 

※交付請求手続きに際しては、政党は法人格付与法に基づく法人である旨の「登記事項証明書」

が必要となりますので、それまでに同法に基づく法人格を取得している必要があります。 
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１ 政党交付金に関する会計帳簿の作成 

政党の本部（その年において、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金による

支出をした本部又は政党基金の残高を有する本部に限ります。）の会計責任者は、政党交

付金に係る収支の状況を明らかにするため、政治資金規正法に規定する会計帳簿とは別

に、政党交付金に関する会計帳簿を備えて政党交付金による支出等について記載しなけ

ればなりません。 

また、政党の支部（その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政

党交付金による支出をした支部又は支部基金の残高を有する支部に限ります。）の会計責

任者も、本部と同様に会計帳簿を備えて支部政党交付金による支出等について記載しな

ければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ  政党交付金の会計経理 

①政党交付金による支出 

政党のする支出のうち、政党交付金を充て又は政党基金（特定の目的のために政

党交付金の一部を積み立てた積立金。これに係る果実（利息）を含みます。）を取り

崩して充てるものをいい、支部政党交付金の支給を含み、支部政党交付金による支

出を含まないものとされています。なお、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除く

こととされています。 

②支部政党交付金 

政党の本部から支部（１以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設

けられたものに限ります。以下同じ。）に対して支給される金銭等で政党交付金を充

て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい、政党の支部から他の支部に対して

支給される金銭等で支部政党交付金を充て又は支部基金（特定の目的のために支部

政党交付金の一部を積み立てた積立金。これに係る果実（利息）を含みます。）を取

り崩して充てるものを含むものとされています。 

③支部政党交付金による支出 

政党の支部のする支出のうち、支部政党交付金を充て又は支部基金を取り崩して

充てるものをいい、他の支部に対する支部政党交付金の支給を含むものとされてい

ます。なお、借入金の返済及び貸付金の貸付けは除くこととされています。 
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２ 領収書等の徴収義務 

政党の本部（支部）の会計責任者は、１件５万円以上の政党交付金（支部政党交付金）

による支出をしたときは、その事実を証すべき領収書等を徴さなければなりません。 

政党基金（支部基金）を有する場合は、その預金口座に係る金融機関が作成する残高

証明等を徴さなければなりません。 

 

 

３ 会計帳簿等の保存義務 

政党の本部（支部）の会計責任者は、会計帳簿、領収書等及び残高証明等を、報告書

（支部報告書）の公表の日（※）から５年間、保存しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和８年１月１日から、官報による報告書等の要旨の公表に係る規定は削除されます。 

  令和７年 12 月 31 日までに公表される報告書等については、「報告書（支部報告書）の要旨の公表の

日」と読み替えてください。 
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１ 使途等報告書の作成 

（１）政党の本部 

政党の本部（その年において、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金によ

る支出をした本部又は政党基金の残高を有する本部に限ります。）の会計責任者は、毎

年１２月３１日現在で、その年における次の事項を記載した報告書を作成し、総務大

臣に提出しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）政党の支部 

政党の支部（その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交

付金による支出をした支部又は支部基金の残高を有する支部に限ります。）の会計責任

者は毎年１２月３１日現在で、その年における政党の本部の報告書に準じた事項を記

載した支部報告書を作成し、支部政党交付金の支給元である本部又は支部の会計責任

者及び主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりません。 

 

 

２ 添付文書 

（１）政党の本部 

政党の本部の会計責任者は、１の報告書の提出に当たっては、次の書面又は文書を

併せて提出しなければなりません。 

 

①政党分領収書等の写し 

人件費、光熱水費以外の経費に係る１件５万円以上の政党交付金による支出に係

る領収書等の写しを提出します。 

収入 

・ 政党交付金の総額 

・ 交付を受けた金額及び年月日 

支出 

・ 政党交付金による支出の総額及び項目別の金額 

・ 人件費、光熱水費以外の経費に係る支出で１件当たりの金額（数回にわた

ってされたときは、その合計金額）が５万円以上のものの支出の目的、金

額、相手先 など 

政党基金 

・ 基金の名称、目的  

・ その年の末日における残高 など 

Ⅵ  政党交付金の使途等の報告 
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社会慣習その他の事情により領収書等を徴し難かったときは、「領収書等を徴し難

かった支出の明細書」を作成して提出します。領収書等を徴し難かったときで、銀

行振込等による支出に係るものは、「振込明細書に係る支出目的書」を作成し、支出

の目的ごとに振込明細書の写しと併せて提出することができます。 

 

②政党基金に係る残高証明等の写し 

政党基金を有する場合は、その預金口座に係る金融機関が作成する残高証明等の

写しを提出します。 

 

③支部から提出された支部報告書と監査意見書 

支部政党交付金を支給した政党の本部の会計責任者は、支給を受けた支部から支

部報告書及び監査意見書の提出を受けますので、併せて提出します。 

 

④支部から提出された支部報告書を集計した総括文書 

③で提出された支部報告書を集計した総括文書を作成して提出します。 

 

⑤本部の報告書と支部から提出された支部報告書を集計した総括文書 

政党の本部の報告書と③で提出された支部報告書を集計した総括文書を作成して

提出します。 

 

⑥監査意見書 

会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を報告書に併せて提出し

ます。 

 

⑦監査報告書 

公認会計士又は監査法人の監査を受け、その監査結果に基づく監査報告書を報告

書に併せて提出します。 

 

 

（２）政党の支部 

政党の支部の会計責任者は、１の支部報告書の提出に当たっては、次の書面又は文

書を併せて提出しなければなりません。 

 

①支部分領収書等の写し（都道府県選管への提出は不要） 

人件費、光熱水費以外の経費に係る１件５万円以上の支部政党交付金による支出

に係る領収書等の写しを提出します。 

社会慣習その他の事情により領収書等を徴し難かったときは、「領収書等を徴し難

かった支出の明細書」を作成して提出します。領収書等を徴し難かったときで、銀

行振込等による支出に係るものは、「振込明細書に係る支出目的書」を作成し、支出

の目的ごとに振込明細書の写しと併せて提出することができます。 
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②支部基金に係る残高証明等の写し（都道府県選管への提出は不要） 

支部基金を有する場合は、その預金口座に係る金融機関が作成する残高証明等の

写しを提出します。 

 

③他の支部から提出された支部報告書と監査意見書（都道府県選管への提出は不要） 

支部政党交付金を支給した支部の会計責任者は、支給を受けた支部から支部報告

書及び監査意見書の提出を受けますので、併せて提出します。 

 

④他の支部から提出された支部報告書を集計した支部総括文書 

③で提出された支部報告書を集計した支部総括文書を作成して提出します。 

 

⑤監査意見書 

支部における会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を支部報告

書に併せて提出します。 

 

政党の本部 政党の支部

収支の状況 収支の状況

・収支の総括 ・収支の総括

・政党交付金の内訳 ・支部政党交付金の内訳

・支出項目別金額の内訳 ・支出項目別金額の内訳

・政党基金の内訳 ・支部基金の内訳

政党分領収書等の写し 支部分領収書等の写し

・領収書等の写し ・領収書等の写し

・領収書等を徴し難かった支出の
　明細書

・領収書等を徴し難かった支出の
　明細書

・振込明細書に係る支出目的書及び
　振込明細書の写し

・振込明細書に係る支出目的書及び
　振込明細書の写し

政党基金に係る残高証明等の写し 支部基金に係る残高証明等の写し

支部から提出された
　支部報告書と監査意見書

他の支部から提出された
　支部報告書と監査意見書

支部から提出された
　支部報告書を集計した総括文書

他の支部から提出された
　支部報告書を集計した支部総括文書

本部の報告書と支部から提出された
　支部報告書を集計した総括文書

－

監査意見書 監査意見書

監査報告書 －

報告書

支部報告書

添付文書

使途等報告書と添付文書の構成
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３ 宣誓書 

政党の本部及び支部の会計責任者は、報告書及び支部報告書の提出に当たっては、こ

れらに真実の記載がされていることを誓う宣誓書を添付しなければなりません。 

 

 

４ 提出期限・提出先 

政党の本部の会計責任者は、報告書、添付文書（支部報告書を含む）及び宣誓書を、

翌年３月末日（１～３月に総選挙又は通常選挙の期間がかかる場合は、４月末日）まで

に、総務大臣に提出しなければなりません。 

なお、公認会計士又は監査法人が監査報告書を作成するため、政党の本部の会計責任

者は、報告書の提出期限の２週間前までに、報告書その他監査に必要な関係書類を、公

認会計士又は監査法人に提出しなければなりません。 

 

政党の支部の会計責任者は、同じく支部報告書、添付文書及び宣誓書を、２月末日（１

～２月に総選挙又は通常選挙の期間がかかる場合は、３月末日）までに、支部政党交付

金の支給元である本部又は支部の会計責任者に提出するとともに、その提出した日の翌

日から起算して７日以内に、支部報告書、支部総括文書、監査意見書及び宣誓書を主た

る事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりません。 

 

 

５ 報告書等を提出しない場合 

総務大臣は、政党が提出すべき報告書、支部報告書及び添付文書を提出しないときは、

これらの報告書等が提出されるまで、その政党に対して交付すべき政党交付金の全部又

は一部を停止することができることとされています。 
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１ 公表 

政党の本部から総務大臣に提出された報告書、支部報告書、総括文書などは、インタ

ーネットを利用する方法により、原則として提出を受けた年の９月３０日までに公表さ

れます（※１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 閲覧及び写しの交付 

政党の本部から提出された報告書、支部報告書、総括文書などは、１の公表の日から

５年間、総務省に対して閲覧又は写しの交付を請求することができます（※２）。 

また、都道府県選挙管理委員会に対しても、政党の支部から提出された支部報告書な

どについて、１の公表の日から５年間、閲覧又は写しの交付を請求することができます

（※２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ 使途等報告書の公表 

総務大臣に提出された政党交付金使途等報告書はインターネットで閲覧することができます。 

 

［政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書］ 

https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/index.html 

 

※１：  令和８年１月１日から、官報による報告書等の要旨の公表に係る規定は削除されます。 

     令和７年 12月 31 日までに公表される報告書等については、官報において、報告書、支部報告書、

総括文書の要旨が公表されます。 

     また、写しの交付に係る規定が設けられたことにより、令和８年１月１日以降、インターネット

において公表している報告書等については、印刷することができるようになります。 

 

※２：  令和８年１月１日から、公表された報告書等の閲覧に加え、写しの交付を請求することができる

ようになります。 

     令和７年 12月 31 日までに報告書等の写しを請求する場合は、総務省に提出された報告書等につ

いては「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、都道府県選挙管理委員会に提出

された支部報告書等については各都道府県が定める情報公開条例に基づいて、それぞれ情報公開請

求を行って頂き、要旨の公表後、同法又は同条例に基づき開示決定を行うこととされています。 

http://#
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１ 政党の解散等に伴う手続き 

（１）解散等の届出 

①政党の解散 

政党が解散し、若しくは目的の変更等により政治団体でなくなり、又は政党交付

金の交付の対象となる政党としての要件を満たさなくなった場合は、その政党の代

表者であった者は、原則としてその日の翌日から起算して１５日以内に、解散等届

を総務大臣に届け出なければなりません。 

 

②政党の支部の解散 

政党の支部が解散し、又は支部政党交付金を受けることができる支部（１以上の

市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられた支部）ではなくなった場

合、政党の本部は、当該支部の解散等の日の翌日から起算して７日以内に、届出事

項の異動届（解散等年月日、解散後の支部数、解散した支部の一覧）を総務大臣に

届け出なければなりません。 

 

 

（２）報告書等の提出 

①政党の解散 

（１）①の場合、政党の本部の会計責任者であった者は、その年における政党交

付金の使途等について、解散等の事実が生じた日の翌日から起算して３０日以内に

報告書及び添付文書を総務大臣に提出しなければなりません。 

また、当該政党の支部の会計責任者であった者は、その年における支部政党交付

金の使途等について、解散等の事実が生じた日の翌日から起算して１５日以内に報

告書及び添付文書を当該支部政党交付金の支給元である本部又は支部の会計責任者

であった者に提出するとともに、その提出した日の翌日から起算して７日以内に、

主たる事務所のある都道府県選挙管理委員会に提出しなければなりません。 

 

②政党の支部の解散 

（１）②の場合、当該支部の会計責任者であった者は、その年における支部政党

交付金の使途等について、解散等の事実が生じた日の翌日から起算して１５日以内

に支部報告書及び添付文書を本部の会計責任者に提出するとともに（当該支部政党

交付金の支給元が他の支部である場合にはその支部の会計責任者にも提出）、その提

出した日の翌日から起算して７日以内に、主たる事務所のある都道府県選挙管理委

員会に提出しなければなりません。 

また、本部の会計責任者は、当該支部の会計責任者であった者から提出を受けた

支部報告書及び監査意見書を、その提出を受けた日の翌日から起算して１５日以内

に総務大臣に提出しなければなりません。 

 

Ⅷ 政党の解散・合併・分割等 
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２ 政党交付金の算定の特例等 

（１）未交付の政党交付金の取扱い 

政党が解散等した場合、未交付の政党交付金は交付されません。 

ただし、政党の合併又は分割に伴う解散の場合は、それぞれ所定の届出及び算定方

法に基づいて未交付金が交付されます。 

 

①合併に伴う解散 

合併には、２以上の政党がすべて解散して新しい政党を設立する「新設合併」と、

１つの政党は存続し、他の政党は解散してその存続した政党に合流する「存続合併」

の２種類あります。 

他の政党との合併に伴い解散する政党（合併解散政党）に対する未交付金は、合

併により新たに設立される政党（新設政党）又は合併後に存続する政党（存続政党）

に対して交付されます。 

 

②分割に伴う解散 

１つの政党が解散し分割された場合、分割に伴い解散する政党（分割解散政党）

に対する未交付金は、分割により設立される政党（分割政党）に交付されます。 

なお、政党から一部の所属国会議員が脱退して新たに政党を設立するいわゆる分

派は、「分割」にはあたりません。 

 

 

（２）特定交付金 

政党が政党交付金の交付の対象とならない政治団体となった場合、その政治団体は、

政党の要件（Ⅱ１）を満たさない政治団体となった日の属する月までの分を月割りで

算出し、特定交付金の交付を受けることができます。 

 

１月から要件落ちした日の
属 す る 月 ま で の 月 数

１２

既交付額－＝特定交付金
交付決定額

Ⅳで述べた算定方法により
算出された政党交付金の額

×

 
 

この場合は、１（２）の解散等に係る報告書の提出を要しません。Ⅵ４で述べた提

出期限までに報告書等を提出します。 
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議員数割

Ｂ党…なし

ｂ’、ｃ’はｂ、ｃのうち、A党所属
候補として選出された者の人
数

Ａ党…Ａ党の得票数により
　　　　算定

Ｂ党…なし

分 派

Ａ党

それぞれ基準
日現在の議員
数により算定

Ａ党…当初決定どお
　　　　りの額

Ａ党 Ｂ党

Ｃ党分＝Ａ党分交付残額 C党分の得票数＝A党得票数

×
ｃ

×
ｃ’

ｂ＋ｃ ｂ’＋ｃ’

Ｂ党
（ｂ人）

Ｃ党
（ｃ人）

Ｂ党分＝Ａ党分交付残額 B党分の得票数＝A党得票数

×
ｂ

×
ｂ’

ｂ＋ｃ ｂ’＋ｃ’

分 割

Ａ党

Ａ党の政党交付金を単純
に議員数に応じて配分し
た額

それぞれ基準
日現在の議員
数により算定

Ａ党の得票数を、算定の基礎
となる選挙においてＡ党に所属
する候補者であった議員数に
応じて配分した得票数により算
定

(b＋ｃ人）

存 続 合 併

Ａ党 Ｂ党

Ａ党、Ｂ党の政党交付金を
合算した額

Ａ党

Ａ党 Ｂ党

Ａ党、Ｂ党の政党交付金を
合算した額

基準日現在の
議員数により
算定

Ｃ党

Ａ党、Ｂ党の得票数を合算した
得票数により算定

基準日現在の
議員数により
算定

B党及びC党は所属
国会議員を５人以上
有するものに限る

b、ｃはＢ党又はＣ党に設
立時に所属する国会議員
のうちＡ党解散時にＡ党
に所属していた人数

政党の合併・分割等が行われた場合の政党交付金

政党の異動
その年（総選挙又は通常選
挙がない場合）の政党交付金

次回以降算定される政党交付金の額

得票数割

Ａ党、Ｂ党の得票数を合算した
得票数により算定

新 設 合 併 解散解散

解散

解散
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１ 政党交付金の返還 

総務大臣は、政党が政党助成法に違反して政党交付金の交付の決定を受けた場合には、

当該政党交付金の全部又は一部の交付を受けていないときにあってはその交付を停止し、

既に交付を受けているときにあっては期限を定めて返還を命ずることができることとさ

れています。 

 

総務大臣は、政党交付金の交付を受けた政党が、その年における政党交付金（支部政

党交付金）、政党基金（支部基金）の取り崩しによる金銭等のすべてを政党交付金（支部

政党交付金）による支出に充てなかったとき等は、その残額の返還を命ずることができ

ることとされています。 

また、政党が解散等をした場合にも、これと同様に算出した残額に政党基金（支部基

金）の残高を加えた額の政党交付金の返還を命ずることができることとされています。 

 

 

２ 訂正 

総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、提出された届出書類、報告書等に形式上

の不備があり、又はこれらの記載が不十分であることを認めるときは、その提出をした

者に対して、説明を求め、又はその訂正を命ずることができることとされています。 

 

 

３ 罰則 

政党が偽りその他不正な行為により政党交付金の交付を受けたときは、その行為をし

た者については、５年以下の拘禁刑若しくは２５０万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科するものとされ、当該政党についても、２５０万円以下の罰金に処することとされ

ています。 

また、このほか、政党交付金の使途等に関する報告書・支部報告書を提出せず、これ

らに記載すべき事項の記載をせず、又はこれらに虚偽の記入をした者については、５年

以下の拘禁刑若しくは１００万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する等、政党助成

法違反行為について罰則が設けられています。 

 

 

 

 

Ⅸ 政党交付金の返還、罰則等 
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○令和７年１月に公布された政治資金規正法等の一部を改正する法律

（令和７年法律第２号）の附則において、以下の内容が規定されてい

ます。 
 

・ 政党交付金の交付停止等に関する法制上の措置 

  政党助成法（平成６年法律第５号）第３条第１項の規定による政党交付金の

交付の決定を受けている政党に基準日に所属する衆議院議員又は参議院議員が

政治資金又は選挙に関する犯罪に係る事件に関し起訴された場合に、当該政党

に対して交付すべき政党交付金のうちその起訴された衆議院議員又は参議院議

員に係る議員数割（同条第２項に規定する議員数割をいう。）の額に相当する額

の政党交付金の交付を停止し、当該衆議院議員又は参議院議員が当該事件に関

し刑に処せられたときは当該額の政党交付金の交付をしないこととする制度を

設けるものとし、このために必要な法制上の措置について、附則第１条第１号

に掲げる規定の施行の日（注：公布の日、すなわち令和７年１月８日）後１年

以内を目途として講ずるものとすること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務大臣に提出された政党交付金使途等報告書は 

インターネットで閲覧することができます。 

 

[政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書] 

https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省自治行政局選挙部政党助成室 
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